
号

外

七�
平

成
二
十
六
年

三

月
二
十
日

目

次

規

則

○
岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

商
業
流
通
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
四
号

岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
大
展
示
場
の
部
中｢

一
〇
八
、
九
四
〇
円｣

を｢

一
一
二
、
〇
五
〇
円｣

に
、｢

一
〇
、

四
四
〇
円｣

を｢

一
〇
、
七
四
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
中
展
示
場
の
部
同
時
に
大
展
示
場
が
使
用
さ
れ

る
場
合
で
そ
の
使
用
者
が
異
な
る
場
合
の
項
中｢

二
二
、
〇
五
〇
円｣

を｢

二
二
、
六
八
〇
円｣

に
、

｢

二
、
一
一
〇
円｣

を｢

二
、
一
七
〇
円｣

に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
場
合
の
項
中｢

三
〇
、
九
五
〇

円｣

を｢

三
一
、
八
三
五
円｣

に
、｢

二
、
九
七
〇
円｣

を｢

三
、
〇
五
五
円｣

に
改
め
、
同
表
小
展

示
場
の
部
中｢

二
一
、
八
八
〇
円｣

を｢

二
二
、
五
〇
〇
円｣

に
、｢

二
、
一
〇
〇
円｣

を｢

二
、
一

六
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
ホ
ー
ル

(

岐
阜
文
化
ホ
ー
ル)

の
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中

｢
四
、
六
二
〇
円｣

を｢

四
、
七
五
〇
円｣

に
、｢

九
、
九
八
〇
円｣

を｢

一
〇
、
二
六
五
円｣

に
、

｢

一
三
、
〇
二
〇
円｣

を｢

一
三
、
三
九
〇
円｣

に
、｢

二
三
、
二
一
〇
円｣

を｢

二
三
、
八
七
五
円｣

に
、｢

二
、
六
五
〇
円｣

を｢

二
、
七
二
五
円｣

に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
日
の
項
中｢

三
、
七
八
〇

円｣

を｢

三
、
八
九
〇
円｣

に
、｢

八
、
五
〇
〇
円｣

を｢

八
、
七
四
五
円｣

に
、｢

九
、
九
八
〇
円｣

を｢

一
〇
、
二
六
五
円｣

に
、｢

一
八
、
四
八
〇
円｣

を｢

一
九
、
〇
一
〇
円｣

に
、｢

二
、
一
三
〇
円｣

を｢

二
、
一
九
〇
円｣
に
改
め
、
同
表
第
一
会
議
室
の
部
中｢

三
、
五
〇
〇
円｣

を｢

三
、
六
〇
〇
円｣
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行
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休
日
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た
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翌
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ド
ラ
ム
台

箱
足
高
足
譜
面
台

山
台
司
会
台

所
作
台

指
揮
台

花
台
演
台
反
響
板

区

分

一
台
一
台
一
台
一
台
一
枚
一
台
一
枚
一
式
一
台
一
台
一
式 単

位

一
一
〇
円

二
五
円

二
五
円

三
〇
円

二
五
円

一
一
〇
円

一
一
〇
円

一
一
〇
円

一
一
〇
円

二
六
五
円

八
〇
五
円

使
用
料
の
額

(
午
前
、
午
後
又
は
夜
間

の
各
一
回
に
つ
き)

ロ
ー
リ
ン
グ
タ
ワ
ー

ス
ク
リ
ー
ン(
可
搬
型)

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

サ
ー
ビ
ス
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト(

五
〇
〇
ワ
ッ
ト)

サ
ー
ビ
ス
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト(

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト)
各
種
効
果
器

ス
ト
リ
ッ
プ
ラ
イ
ト

ス
テ
ー
ジ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

フ
ロ
ン
ト
サ
イ
ド
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

セ
ン
タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

ロ
ー
ア
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト(

五
〇
〇
ワ
ッ
ト)

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト(

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

シ
ー
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト(

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

Ｍ
Ｄ
レ
コ
ー
ダ
ー

Ｖ
Ｈ
Ｓ
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ

可
搬
型
拡
声
装
置(

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
を
除
く
。)

拡
声
装
置(

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
を
除
く
。)

金
び
ょ
う
ぶ

一
基
一
面
一
台
一
台
一
台
一
台
一
列
一
台
一
台
一
台
一
列
一
列
一
列
一
列
一
台
一
台
一
台
一
台
一
個
一
台
一
式
一
台
一
台
一
式
一
式
一
双

五
四
〇
円

二
六
五
円

一
、
二
五
〇
円

一
六
〇
円

二
一
五
円

五
四
〇
円

一
一
〇
円

二
一
五
円

二
一
五
円

八
〇
五
円

五
四
〇
円

八
〇
五
円

五
四
〇
円

五
四
〇
円

一
六
〇
円

二
一
五
円

二
一
五
円

三
二
五
円

六
五
〇
円

五
四
〇
円

三
二
五
円

四
三
〇
円

五
四
〇
円

五
四
〇
円

一
、
〇
八
〇
円

六
五
〇
円

に
、｢

四
、
五
二
〇
円｣

を｢

四
、
六
五
〇
円｣

に
、｢

五
、
一
九
〇
円｣

を｢

五
、
三
四
〇
円｣

に
、

｢

一
一
、
九
五
〇
円｣

を｢

一
二
、
二
九
〇
円｣

に
、｢

一
、
二
六
〇
円｣

を｢

一
、
二
九
五
円｣

に
改

め
、
同
表
第
二
会
議
室
の
部
中｢

一
、
一
二
〇
円｣

を｢

一
、
一
五
〇
円｣

に
、｢

一
、
四
一
〇
円｣

を｢

一
、
四
五
〇
円｣

に
、｢

一
、
九
七
〇
円｣

を｢

二
、
〇
二
五
円｣

に
、｢

四
、
〇
〇
〇
円｣

を

｢

四
、
一
一
五
円｣
に
、｢

四
三
〇
円｣

を｢

四
四
〇
円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
大
展
示
場
の
項
中｢

三
、
六
八
〇
円｣

を｢

三
、
七
八
五
円｣

に
改
め
、
同
表
中
展
示
場

の
項
中

｢

八
四
〇
円｣

を

｢
八
六
五
円｣

に
改
め
、
同
表
小
展
示
場
の
項
中

｢

一
、
二
六
〇
円｣

を

｢

一
、
二
九
五
円｣

に
、｢

一
、
五
八
〇
円｣

を｢

一
、
六
二
五
円｣

に
改
め
、
同
表
ホ
ー
ル(

岐
阜
文

化
ホ
ー
ル)

の
項
中｢

一
、
六
八
〇
円｣

を｢

一
、
七
三
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
第
一
会
議
室
の
項
中

｢

六
三
〇
円｣

を｢

六
五
〇
円｣

に
、｢
七
九
〇
円｣

を｢

八
一
五
円｣

に
改
め
、
同
表
第
二
会
議
室
の

項
中｢

二
一
〇
円｣

を｢

二
一
五
円｣

に
、｢
二
六
〇
円｣

を｢

二
六
五
円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三(

第
九
条
関
係)

冷
暖
房
設
備
以
外
の
附
属
設
備
等
の
使
用
料

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成26年３月20日 ( )２



コ
ン
セ
ン
ト

仮
設
電
話
回
線

パ
ネ
ル

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド(

会
議
室
備
付
け
の
も
の
を
除
く
。)

折
畳
机

折
畳
椅
子

一
回
路

一
本
一
枚
一
枚
一
脚
一
脚

五
〇
円

五
〇
円

五
〇
円

五
〇
円

一
五
円
五
円

備
考１

午
前
と
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

２

午
後
と
は
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

３

夜
間
と
は
、
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成26年３月20日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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